
学校でけがをしたときは･･･           

 

◆学校の管理下で起きたけがは「日本スポーツ振興センター（JSC）」からの医療
費給付の対象となります。 

◆学校の管理下って？ 

  

 

 

 

  

 

◆医療機関を受診するとき保護者は・・・ 

○ 学校以外でのけが等の場合（子ども医療費等助成制度の利用）  

 

 

 

 

 

○ 学校管理下でのけが等の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の管理下で起きたけがは「日本スポーツ振興センター」からの医療費給付の 

対象となります。子ども医療費助成を使わずに 

① 一度窓口で医療費を負担し ②領収書を学校へ提出 してください。 

   （薬剤処方も対象となります。薬局分の領収書も提出してください。） 

 

※ただし、診察・薬剤処方等を合わせて 500 点未満（1,500 円未満）の場合は給付されませ

ん。その場合、穴水町役場の方で領収書を提出していただくと、医療費助成を受けることがで

きます。 

※何かご不明なことがございましたら、担当（道端）までご連絡ください。 
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窓口での負担なし 

窓口負担 
医療費総額 3/10 

①授業中  

・各教科、遠足、修学旅行、大掃除など 

②学校の教育計画に基づく課外指導中 

・部活動（試合も含む）、修学旅行など 

④通常の経路及び方法による通学中 

・登校中、下校中 

③休憩時間中及び学校の定めた特定時間中 

・始業前、業間休み、昼休み、放課後 

  

 

【学校】 

申請書類提出 

【設置者】 

JSCに請求 

【JSCで審査・給付】 

医療費総額 ３/10 

＋医療費総額 １/10  

    計     ４/10 

【保護者】 

給付金４/10 受取り

領収書を提出 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5ioaioarRAhVJkpQKHTo3BxsQjRwIBw&url=http://blog.goo.ne.jp/illust-amembow/e/995dbdf31c91ed2f0af55ff0559250b7&psig=AFQjCNFDNIJaYK7xNUIk-9Slk7UuLPqheQ&ust=1483680046084423
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTjbKxoqrRAhXCjpQKHeSkAtEQjRwIBw&url=http://www.irasutoya.com/2015/09/blog-post_58.html&psig=AFQjCNHn8U1Nb_a0Mi0oltbcLNP7xBAZsg&ust=1483680388758857

